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保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令の公布等につい

て

保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令(令和6年厚

生労働省令第 154 号。以下「療担規則等改正省令」という。)が本日公布され、

また、保険医療機関及び保険医療養担当規則第三条第一項第四号等に規定する

厚生労働大臣が定める方法(令和6年厚生労働省告示第 351 号。以下「療担告

示」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取

扱い及び担当に関する基準の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第352

号)、保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等の一部を改正する

件(令和6年厚生労働省告示第 353 号)及び療養の給付及び公費負担医療に関

する費用の請求に関する命令附則第四条の二第二項の規定に基づきこども家庭

庁長官及び厚生労働大臣が定める様式及び訪問看護療養費及び公費負担医療に

関する費用の請求に関する命令第二条の二の規定に基づきこども家庭庁長官及

び厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件(令和6年こども家庭庁・厚生

労働省告示第8号。以下「請求様式改正告示」という。)が本日告示され、いず

れも本年12月2日に施行・適用される。

改正・制定の趣旨及び内容等は下記のとおりであるので、十分御了知の上、管
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内市町村、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用

に遺漏なきようぉ願いする。

第1 改正・制定の趣旨

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)の

一部の施行により、保険医療機関等における資格確認方法の一部が変更され

ることに伴い、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第

15号)等の規定を整備する。

第2 改正・制定の内容

1 療担規則等改正省令について

(1)保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正について(療担規則

等改正省令第1条関係)

ア保険医療機関は、患者から療養の給付を受けるととを求められた場

合には、療養の給付を受ける資格があることを確認しなければならな

いところ、この方法について、被保険者証から資格確認書や厚生労働

大臣が定めるものに改める。(第3条第1項第2号及び第4号関係)

イ上記アに伴い、保険医療機関は、療養の給付を受ける資格があるこ

とを確認した患者に対する療養の給付を担当しなくなったとき等に

おいては>患者から提出されていた資格確認書を返還するものとする。

(第4条関係)

ウ上記アに伴い、令和6年12月2日時点で現に交付されている被保

険者証については、改正前の規定による有効期間又は同日から起算し

て1年間は、なお従前のとおりとする。(療担規則等改正省令附則第2

条関係)

工様式第一号←)の1、様式第一号国の1、様式第二号及び様式第二号

の二における被保険者証に係る記載について、所要の改正を行う。

オその他所要の改正を行う。

記

2)保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)

の一部改正について(療担規則等改正省令第2条関係)

0 1(1)アに準じる規定の整備を行う。(第3条第1項第3号及び第

5号関係)



(3)指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令

第80号)の一部改正について(療担規則等改正省令第3条関係)

ア 1(1)アに準じる規定の整備を行う。(第8条第1項第2号及び第

4号関係)

イその他所要の改正を行う。

2 療担告示の制定について

0 保険医療機関及び保険医療養担当規則第3条第1項第4号等に規定す

る厚生労働大臣が定める方法として、次に掲げるものを定める。

患者の提示する個人番号力ード及び資格情報通知書

患者の提示する個人番号力ード及び当該被保険者の保険資格に係る

情報を表示したマイナポータル画面(保存したPDFを含む)

・患者の提示する個人番号力ードの利用者証明用電子証明書の有効期

間が満了してから3ケ月以内の場合、当該証明書に記録された情報を

活用して当該被保険者の保険資格を確認する方法

3 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及

び担当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号)の一部改正について

(1) 1 (1)アに準じる規定の整備を行う。(第3条第1項第2号及び第4

号関係)

(2) 1 (1)イに準じる規定の整備を行う。(第4条関係)

(3) 1 (2)に準じる規定の整備を行う。(第26条関係)

4 保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成18年厚生

労働省告示第498号)の一部改正

0 被保険者証の新規発行停止に伴い、被保険者証の写しを添付書類とし

ていた規定を削除する。

5 請求様式改正告示について

(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令附則第

四条の二第二項の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が

定める様式(平成20年厚生労働省告示第 126 号)の一部改正(請求様

式改正告示第1条関係)

0 1 (1)工に準じる規定の整備を行う。

(2)訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第

3



二条の二の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式

(平成20年厚生労働省告示第127号)の一部改正(請求様式告示第2条関

係)

0 5 (1)に準ずる規定の整備を行う。

第3 施行期日等

(1)令和6年12月2日から施行・適用する。

(2)第2の1(1)工及び5の改正に伴い、次に掲げる経過措置を設けるこ

と。(療担規則等改正省令附則第3条、請求様式改正告示附則第2項及び

第3項関係)

ア施行・適用の際現にある改正前の様式により使用されている書類は、

改正後の様式によるものとみなすこと。

イ当分の間、改正前の様式を改正後の様式に代えて用いることを可能

とすること。

第4 既に発出された通知等について

療担規則等改正省令の施行等の前に厚生労働省より発出された通知・事務

連絡において、療担規則等改正省令等による改正前の条項及び字句を引用し

ているものにあっては、必要に応じて改正後の条項及び字句に読み替え、同

様の取扱いとすることとする。


